
 松山支部定時総会報告

 秋令和 3年 10月 22日発行 

令和 3年度 

発 行 ： 愛 媛 県 行 政 書 士 会 松 山 支 部

号 
 支 部便り

 
 令和 3 年５⽉15 日（土）午後２時 30 分より、ホテルマイステイズ松山３階ドゥエミーラ（松山市大手町）にお
いて、令和 3 年度定時総会を開催しました。松山支部 275 名中、出席者は 167 名（当日出席者 37 名、有効
な議決権⾏使書提出者 130 名）で、総会は成⽴し、能田雅雄会員が議⻑に選出、以下の7議案について審議
及び4事項について報告がされました。 

第１号議案 令和 2年度事業報告について 
第２号議案 令和 2年度決算報告について 

監査報告 
第３号議案 令和 3年度事業計画（案）について 
第４号議案 令和 3年度予算（案）について 
報告事項１ 令和 3年度本会役員候補者等選出の対応について 
報告事項２ 本会副会⻑候補者及び本会理事候補者選挙の当選者について 
報告事項 3 松山支部理事会選出による本会理事候補者について 
第５号議案 本会監事候補者の選出について 
第 6号議案 本会綱紀委員候補者の選出について 
報告事項 4 松山支部⻑選挙の当選者について 
第 7号議案 副支部⻑、理事及び監事の承認について 

 本年度は、上記議案について原案どおり可決承認されました。議案審議の際には、会員の皆様より貴重なご意⾒を
いただきました。ご意⾒を⼗分検討し、岡田支部⻑の下、新しい執⾏部が一丸となって、今後の支部運営を⾏ってい
きます。 
 また、定時総会終了後の懇親会については、本年度も自粛することとなりました。コロナ禍において、⼗分な活動を⾏
う事が厳しい状況となっていますが、 今年度も各所にて開催される無料相談会をはじめ、様々な広報活動を通じて、
「⾏政書⼠制度」を広く市⺠の皆様に知っていただけるよう取り組んでまいります。会員の皆様、引き続きご協⼒をお願
いいたします。 
 



 
 
 
   

 

松山支部 令和 3 年度第 1 回研修会 
令和 3 年度第 1 回研修会を下記のとおり行います。 
1．日  時：令和 3年 11 月 17 日(水)  13：30～16：30
2．場  所：愛媛県行政書士会館 ３階会議室 
３．内  容：愛媛県行政書士会オリジナルエンディングノート「縁ディングノート」の活用 

  講師  小西 光子 会員 
  相続の実務 
  講師  小池 和史 理事 

４．申込期限：令和３年 11 月 10 日(水)  必着 
FAX もしくはメールにてお申し込みください。 

5．その他 ：希望者は「縁ディングノート」の購入申込書をお送りさせて頂きます。1 冊 100
円で 10冊単位となっています。 

※問い合わせ先：支部長 岡田 学
  TEL：090－1773－1563／Mail：gyouseimatsuyama@yahoo.co.jp 

松山支部研修会のお知らせ 

 
今回は新執行部となって初めての支部便り発刊となりました。 
コロナ禍において何かと先の予定が立たず、広報月間の活動や研修会の予

定など、延期や期日の変更等が続き執行部一同かなり慌てました。 
 しかし、やっと先の状況も見え、研修会の予定など順調にいけば予定の 
3回は行うことができるのではと期待しております。 
 
 今後、皆様からのご意見を頂戴しながら、皆様が興味を持てる研修会や交

流会等を企画してまいりたいと考えております。ぜひ、下記アドレスまで

沢山のご意見お願いいたします。 

gyouseimatsuyama@yahoo.co.jp(松山支部) g 編集担当：坂本 佑香里、岡田 学 

編集後記 

 

松山支部ではメールマガジンを運用しております。適宜配信を行っておりますのでまだ配信
の設定をされていない場合は支部長までお問い合わせください。 
また、今後は郵送費及び印刷費の削減を念頭に、支部からのお知らせ及び支部便りなどは電子

メールへの切替を検討しております。
上記について正式に決定した場合は、文書でお知らせをさせていただきます。
何卒、ご理解とご協力のよろしくお願いいたします。

松山支部からのお願い



支部長就任挨拶

皆さん、こんにちは。 

 今期、松山支部長を務めさせていただく岡田と申します。平成 15年 5月

に入会し、今年で 18年目になります。 

 昨年まで、本会の広報部部長を 2 期、業務部部長を 1 期務め広報及び渉

外について経験を積ませていただきました。 

 松山支部においては、これまでの経験を生かし、松山支部が取り組んで

いる外国人関係の無料相談、東温市・伊予市・松前町の無料相談、建設業

許可関係業務の無料相談、サポート相談員制度等を充実させて行政書士に

ついての認知度向上、行政との連携強化を図りたいと考えております。 

 また、デジタル化の推進、これに伴う各種経費の見直しや削減を行いつつ事業の拡充を図り、

出来るだけ会員の皆様と交流を深める事業を推進したいと思います。 

 新型コロナ感染症が収束し、日常が落ち着きを取り戻しましたら、出来るだけ多くの会員の皆

様にご参加いただける研修会や交流会を計画し実施していきます。 

 今期 2 年間、到らぬ点もありますが出来るだけ会員の皆様と親睦を図り、少しでもお役に立て

るよう努力させていただきます。 

  副支部長挨拶 
副支部長 和田修

皆様こんにちは。副支部長の和田です。前々期、前期に引き続き副支部長を拝命い

たしました。なかなかコロナ禍で、みなさんで集まっての支部活動ができない状況が続

いておりますが、この状況下で支部としてできることを理事会で協議しながら、行って

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

副支部長 永易里香

副支部長の永易里香です。コロナ禍において，支部会員相互の親睦を図ることが

難しい状況が続いていますが，新しい形の交流，意見交換や研修等の在り方を

役員全員で探っています。この大変な時期が，いい意味で支部の活動の変化の

契機となるように努めてまいります。支部の運営に関しましては，できるだけ多くの

支部会員の皆様のご意見を反映させていただきたいと思いますので，お気軽に

支部役員にお声かけください。どうぞよろしくお願いいたします。



 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

  今期役員挨拶 

理事 烏谷存 

こんにちは、支部理事５年目になります、カラスダニ タモツです。支部の規則等の整備を担当します。

今、会員相互の親交がかつて以上に望まれる中、いまだ厳しい状況にあります。そのうえで私自身、そ

の時々の瞬間が一生に一度の機会と心得、真心をもって取り組んでいきますので、みなさまよろしくお

願いいたします。

 
理事 正岡薫 

理事の正岡薫です。松山支部では無料相談、研修会を担当しております。コロナ禍で例年より開催が

難しい状況ですが、本会研修委員での経験を生かし 2 年間努めてまいります。初めての理事で、まだ

不慣れな点もあるかと思いますが、皆様のご指導の下、頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたしま

す。

理事 小池和史 

この度、松⼭⽀部の理事を務めさせて頂くこととなりました、⼩池和史と申します。今まで、愛媛県⾏

政書⼠会の理事・委員等として仕事をさせて頂いたことはありますが、⽀部の役員は初めてで、何の

お役に⽴てるか分かりませんが、２年間精⼀杯頑張りますので、よろしくお願い致します。

理事 渡部俊二 

皆さんこんにちは、愛媛県行政書士会松山支部の理事をさせていただくことになりました渡部俊二

です。松山支部では主にホームページの更新、メールマガジンの配信などを担当させていただきま

す。まだまだ新人の様な私ですが、諸先輩方にご指導を頂きつつ松山支部を盛り上げて行けるよう

努力してまいります。ご意見ご要望などがありましたらお気軽にお声がけください。よろしくお願いい

たします。
理事 久保将 

無料相談担当をしております。この原稿を書いている今は、東京五輪が終わり、高校野球の真っ最中で

す。東京五輪中に行方不明になったウガンダの選手が「日本で働きたい」と言ったことに対し、某市長が

「連絡をもらえれば、骨を折るよ」とコメントしたそうです。メダルをかじった某市長のコメントだそうです。

「骨を折る」＝「世話する、手助けする」などの意味だと日本人は理解出来ますが、ウガンダの選手は「連

絡をしたら骨を折られる…すごい怒ってるじゃないか」と驚いたのかも。支部運営においても、誤解を招

いたり齟齬のないよう言動や表現にも注意を払い、五輪選手や高校球児のように、誠実に熱心に、また

迅速・丁寧な活動を心がけたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

理事 露口弘恵 

理事をさせていただきます露口弘恵です。まだまだ新人のつもりでおりましたので研修等企画、運営

側という重責を担うことになり、身の引き締まる思いです。経験豊かな諸先輩方にご指導を頂きつつ風

通しのよい支部となりますよう努力してまいります。お気付きの点、ご意見、開催希望の研修会等々ご

ざいましたら是非、お声がけくださいませ。

理事 坂本佑香里 

皆様、こんにちは。坂本佑香里と申します。私は松山支部の会計補助と支部便り作成の担当になりま

した。初めての役員なので分からない事ばかりですが、諸先生方からご指導いただいた事をしっかり

と習得して、早くお役に立てるように支部の業務に取り組みたいと思います。趣味はメダカの飼育と家

庭菜園です。どうぞよろしくお願い致します。

監事 盛川心輔 

会員の皆様には日頃よりお世話になっております。今期は、松山支部の監事をさせていただくことと

なりました。前期までの理事とは違った視点、そして新たな気持ちで、松山支部の円滑な運営に協力

できればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

監事 松金佐季 

この度監事に就任致しました松金です。趣味は書道です。書道は書いている時の緊張感と課題を書

き終えた後の達成感が魅力です。初めての経験で不安もありますが趣味で身に付けた集中力で早く

仕事を覚えて丁寧な業務に努めて参りますのでよろしくお願い致します。



 

 

支部の動き
第 1 回理事会 

第１号議案 令和３年度定時総会議案書等について 

第２号議案 本会理事候補者の選出について 

第３号議案 本会監事候補者の選出について 

第４号議案 本会綱紀委員候補者の選出について 

第５号議案 令和３年度定時総会について 

第２回理事会 

第１号議案 役割分掌について 

第２号議案 令和 3年度事業について 

第３号議案 無料相談員の募集について 

第４号議案 愛媛県行政書士会松山支部における建設業法に基づく許可申請等 

第５号議案 愛媛県行政書士会松山支部外国人支援実施要領の改正について 

第３回理事会 

第１号議案 本会役員等選出規定他関連規定の整備スケジュールについて 

第２号議案 10月の広報月間について 

第３号議案 第 1回研修会について 

第４号議案 無料相談員の委嘱について 

第５号議案 その他(グループウェア Slackについて) 

新入会員交流会報告

　去る令和 3 年 8 月 6 日、新入会員の皆様と交流会を開催

いたしました。 

＜松山支部令和 3 年度第 1 回新入会員交流会＞ 

・日 時：令和 3 年 8 月 6 日　14：00～16：30 

・場 所：愛媛県行政書士会館 3 階会議室 

・参加人数：支部役員 5 名 会長、副会長 2 名 新入会員 
12 名

　コロナ禍においての開催となったため、飲食をなくし、体

温の測定、手指の消毒、マスクの着用、距離を取って着席、

室内の換気を徹底し行いました。

新入会員の皆様の自己紹介に始まり、役員の自己紹介、その後

山本会長より体験談を交えて講演を行っていただきました。

その後、簡単に主な業務の紹介を行った後、フリートークで

の意見交換を行い、新入会員の皆様より活発に質問がありと

ても充実した交流会となりました。

昨今の状況により、定期的な交流会等が行えませんでしたが、

このように交流を持てたことは非常に有意義な時間を過ごす

ことができました。

(4月15日）

(6月14日）

(8月10日）



 
10 月の「行政書士制度広報月間」にあわせて、本年度も「行政書士による無料相談」を次のとおり開

催します。 

既に愛媛新聞、タウン誌、広報まつやまで告知を行っていますが詳細につきましては後日皆様にご報

告させていただきます。 

松山会場 

日 時：令和3年 10 月 23 日（土） 午前９時 30分から午後 4時 30分まで 

場 所：松山市役所 11 階 大会議室 

北条会場  ※北条会場の相談員は、松山支部役員で対応します。 

日 時：令和3年 10 月 27 日（水） 午後 1時 30 分から午後 3時 30 分まで 

場 所：松山市北条コミュニティセンター 

主 催：愛媛県行政書士会    実 施：愛媛県行政書士会松山支部 

広報月間における無料相談会 

  
ユキマサグランドゴルフ同好会からお知らせ 

ユキマサグランドゴルフ同好会は、烏谷会長を中心に月1回程度の活動を行っておりました。しかし、コロナ

禍において緊急事態宣言やまん延防止等充重点措置の発令により、活動自粛が続いております。現在の状況

が落ち着き、平常を取り戻した際は活動再開の予定となっています。 

グランドゴルフは、大きな体力を必要としないため、老若男女を問わず簡単に始めることが可能です。また、

道具をお持ちでなくても、貸しクラブ等も充実しており普段着とスニーカーで手軽に行えますので、ご興味のある

方は以下連絡先までご連絡ください。 

みんなで楽しくプレーをし、気持ちの良い汗をかきましょう。 

＜連絡先＞ 

事務局（盛川：電話０８９－９４８－８０２６、ＦＡＸ０８９－９４８－８０２７）

※グラウンド・ゴルフとは

昭和５７年に鳥取県東伯郡泊村生涯スポーツ活動推進事業の一環として、泊村教育委員会が中心になり考案

されました。

高度な技術を必要とせず、しかも全力を出す場面と、集中力や調整力を発揮する場面がうまく組み合わされて

おり、ルールもごく簡単なことから、初心者でもすぐに取り組めます。

また、グラウンド・ゴルフの技能は他のスポーツと同じように、トレーニングによって向上します。しかし、ゲームを

楽しむためには必ずしも高度な技術を必要としません。子どもから高齢者まですべての人が、楽しくプレーする

ことができます。したがって、グラウンド・ゴルフはファミリースポーツとして楽しむ条件をすべて備えたスポーツで

す。

 

 

 

行政書士制度は、議員立法で成立しています。我々行政書士の職域や業際問題など様々な課題を解

決するには、政治の力が必要となります。そこで、行政書士政治連盟が超党派の議員への働きかけ

や、省庁との折衝を通じて代理権の獲得、聴聞代理への参入など大きな役割を果たしてきました。 

 しかし、残念ながらその組織率は低く国会へ声が届きにくい状況が続いています。未だ加入されて

いない会員の皆様におかれましては、ぜひともこの機会に加入いただき、行政書士制度の発展のため

にお力お貸しいただければと思います。 

日政連並びに愛政連の活動は、“総ての行政書士のため”であり、その成果の恩恵は“総ての行政書

士が平等に受ける”ものです。権利を手にするためには義務が伴います。政治連盟への入会は、行政

書士としての義務であると考えます。 

行政書士政治連盟について 
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